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矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会の開催概要 

 
日時：令和５年４年２７日（木）１０：００～１２：００ 
場所：愛知県西三河総合庁舎 10 階大会議室 
（対面および Web 形式によるハイブリッド開催） 

 
１．【気象概況】＜名古屋地方気象台＞ 
１）２０２２年１月～１２月の気象概況（東海地方） 
２）２０２２年（令和４年）出水時の気象概況（矢作川） 

（主な内容） 
・令和 4 年の気象概要及び同年 9 月出水時の気象概要について説明した。 

 
２．矢作川水防災協議会の議事内容 
１）新たな取組について 
・矢作川水系流域治水プロジェクト取組状況 
２）矢作川水防災協議会について 
①矢作川の減災に係る取組状況 
②矢作川水防災協議会フォローアップ 
③防災教育の展開について 
④流域タイムライン（案） 

 
（主な内容） 

・令和４年度に実施してきた取組み内容について代表機関より説明した。 
・令和５年度で取組む内容の実施状況について代表機関より説明した。 

（各機関からの報告要旨） 
・幸田町では、避難情報に関するガイドラインの改定に伴い、避難情報の判断・伝達

マニュアルの見直し・避難対象地域等の修正を行っている。今年度はマニュアルに

基づいて、災害対応を実施していく。 
・碧南市では、市民に対して、市職員による防災講演会を実施し、地域ごとの洪水、

高潮及び南海トラフ地震時の浸水想定等を説明している。今後も市民の防災意識向

上を図れるよう防災対策事業を展開していく。 
・高浜市では、小学校 6 年生を対象に防災授業を実施し、マイ・タイムラインの作成

および重要性について説明した。今後もマイ・タイムラインの普及率 50％を目標

に防災授業等を実施していく。 
・安城市では、大規模災害が発生した際に、多くの情報を多様な媒体に迅速かつ確実

に配信できるよう、令和 5 年 4 月 1 日より新たな防災情報の発信手段として、安城
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市防災行政アプリの運用を開始している。また、近年では外国人の人口が増加して

いることから、５か国語に自動翻訳する機能を追加し、多言語配信も可能にしてい

る。今後の災害時には、アプリを活用して情報発信を行うとともに、同アプリを使

用して防災減災推進に努めていく。 
・刈谷市では、団員の加入促進ＰＲとして、今年 1 月に開催されたバスケットボール

のシーホース三河ホームゲームで試合来場者へシーホース三河と刈谷市消防団が

コラボレーションしたナップサックやチラシを配布した。また、令和５年１月８日

に開催した二十歳の集いでは、啓発チラシを配布し、消防団への加入促進を図った。 
・西尾市では、西尾市二十歳の集いにて、会場の文化会館において消防団をＰＲする

ブースを設け、消防団加入促進活動を行うとともに、市内で開催されたきらまつり

では、消防広場コーナーにて家族で楽しめるブースを開設し、啓発品を配布するな

ど、消防団ＰＲ活動を実施した。今後は、ＳＮＳを活用した消防団活動のＰＲや、

小中学校で行われている防災学習に講師として消防団員が出向するなど、若者や子

供たちに向けた地域防災の重要性の発信や、将来の担い手づくりに関する活動を実

施していく。 
・岡崎市では、矢作川氾濫時における早期及び広域避難に関する課題解決を目的とし

て、本年 3 月 16 日に協定締結市、近隣市、関係機関等と矢作川氾濫時における災

害対応について検討会を開催した。今年度も引き続き、様々な問題の解決に向け、

検討会を実施していくとともに、気象防災アドバイザーとの矢作川流域に関する協

議を実施していく。 
・知立市では、令和４年度に、知立南中学校に対して 5 回の防災教育を実施した。 
・豊田市では、まるごとまちごとハザードマップ既設標識の更新および新設標識の設

置を実施した。今後も引き続き 3 か所の標識設置と、昨年度から作成を進めている

3D 都市モデルを活用について検討を行っていく。 
 
３．矢作川洪水予報連絡会の議事内容 
１）気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案について 
２）洪水に関する危険度情報の一体的発信（キキクルの統合）について 
３）令和 4 年度事業報告及び、令和 5 年度事業計画（案）について 

（主な内容） 
・洪水予報に関する取り組みとして、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案

の概要、洪水キキクルと水害リスクラインの一体的配信等について話題提供した。 
・洪水予報連絡会の令和 4 年度事業報告、令和 5 年度事業計画（案）を説明するとと

もに、令和 4 年 9 月出水時の洪水予報の発表状況を説明した。 
・豊橋河川事務所の組織改正に伴う規約改正について説明し、了承を得た。 
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４．矢作川水防連絡会の議事内容 
１）水防活動の「見える化」について 
２）Ｒ５「水防月間」の実施（毎年５月）について 
３）令和 4 年度事業報告及び、令和 5 年度事業計画（案）について 

（主な内容） 
・水防に関する取り組みとして、水防活動の見える化、令和 5 年度水防月間等につい

て話題提供した。 
・水防連絡会の令和 4 年度事業報告、令和 5 年度事業計画（案）を説明するととも

に、令和 4 年 9 月出水時の水防警報の発表状況を説明した。 
・豊橋河川事務所の組織改正に伴う規約改正について説明し、了承を得た。 

 
５．矢作川圏域水防災協議会 
 矢作川圏域水防災協議会については愛知県 HP を参照 
 
 

以上 


